
  

一 

令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 千 葉 県 報 号外第９６号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 
規

則 

 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則

平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

 

 

第
十
二
条
第
三
項
中

第
四
十
二
条
第
三
項

を

第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項

に
改
め
る

 

 

第
十
四
条
の
表
第
一
号
中

第
四
十
二
条
第
三
項

を

第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項

に
改
め

同
表
第
六
号
中

第
四
十
八
条
第
六
項

を

第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
六
項

に
改
め

同
表
第
八
号

中

及
び
市
町
村
民
税

を

個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税

に

第
四
十
八
条
第
七

項

を

第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
七
項

に
改
め
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式

裏

中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
四
十
六
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
四
十
七
号
様
式
及
び
第
四
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

12 

月

28

日 

号 
 

外 

 

 
若

し
く

は
検

査
 

 
 

、
検

査
若

し
く

は
提

示
若

し
く

は
提

出
の

要
 

 

求
 

 
 

若
し

く
は

捜
索

 
 

 
、

提
示

若
し

く
は

提
出

の
要

求
、

捜
索

若
し

く
は

事
業

者
等

へ
の

協
 

 

力
要

請
 

 

県
民

税
 

 

県
民

税
及
び
 

森
林

環
境
税
 

 
第

四
十

七
号

様
式

 
第
 
 
 

 
 
号
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 
 

 
千
葉
県
 
 
県
税
事
務
所
長
 

様
 

（
市
町
村

）
長
 
 
 
 
 
 
 
 

個
 
人
 
県
 
民
 
税
 
課
 
税
 
実
 
績
 
報
 
告

 書
 

 
千
葉
県
県
税
条
例
第
1
7
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
年
度
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
課
税
の
実
績
を
次

の
と
お
り
報
告
し
ま

す
。
 

課
税

年
度
 

 

区
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
分
 

課
税

額
等
 

決   定   額   等 

県
民

税
 

本
年

度
の

歳
入

と
な

る
べ

き
額

 
①
 

円
 

退
職

所
得

に
係

る
所

得
割

額
 
②
 

 

 
 
 
 
 
 
 
計

 
 
①
＋
②
 

③
 

 

市
町

村
民

税
 

本
年

度
の

歳
入

と
な

る
べ

き
額

 
④
 

 

退
職

所
得

に
係

る
所

得
割

額
 
⑤
 

 

 
 
 
 
 
 
 
計

 
 
④
＋
⑤
 

⑥
 

 

森
林

環
境

税
 
本

年
度

の
歳

入
と

な
る

べ
き

額
 
⑦
 

 

計
 
 
③

＋
⑥
＋
⑦
 

⑧
 

 

翌
年

度
の
歳
入

と
な

る
べ
き
額
 

県
民

税
 
⑨
 

 

市
町

村
民

税
 
⑩
 

 

森
林

環
境

税
 
⑪
 

 

計
 
 
⑨
＋
⑩
＋
⑪
 

⑫
 

 

法
第

3
2
3
条

及
び
第
4
5
条
に
よ

る
減

免
額
並
び

に
森

林
環
境
税

及
び

森
林
環
境

譲
与

税
に
関
す

る
法
律
第

1
1
条

に
よ

る
免
除
額
 

県
民

税
 
⑬
 

 

市
町

村
民

税
 
⑭
 

 

森
林

環
境

税
 
⑮
 

 

計
 
 
⑬
＋
⑭
＋
⑮
 

⑯
 

 

減
免

後
の
 

課
税

額
 

翌
年

度
の

歳
入

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 
⑰
 

 

市
町

村
民

税
 
⑱
 

 

森
林

環
境

税
 
⑲
 

 

計
 
 
⑰
＋
⑱
＋
⑲
 

⑳
 

 

本
年

度
の

歳
入

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 
㉑
 

 

市
町

村
民

税
 
㉒
 

 

森
林

環
境

税
 
㉓
 

 

計
 
㉑
＋
㉒
＋
㉓
 

㉔
 

 

計
 
 
㉑
＋
㉒
 

㉕
 

 

按 あ
ん分

率
（
県
民
税
）
 
㉑
／
㉔
 

0
.
 

按 あ
ん

分
率
（
県
民
税
（
令
和
５
年
度

以
前
賦
課
決

定
分
）
）
 
㉑
／
㉕
 

0
.
 

按 あ
ん

分
率
（
森
林
環
境
税

）
 
㉓
／
㉔
 

0
.
 

納税義務者数

均
等

割
の

み
を

納
付

す
る

者
 
㉖
 

人
（
 
 
 
人
）
 

所
得

割
の

み
を

納
付

す
る

者
 
㉗
 

人
（
 
 
 
人
）
 

均
等

割
及

び
所

得
割

を
納

付
す

る
者
 
㉘
 

人
（
 
 
 
人
）
 

退
職

所
得

に
係

る
所

得
割

を
納

付
す

る
者
 
㉙
 

人
（
 
 
 
人
）
 

計
 
㉖
＋
㉗
＋

㉘
＋
㉙
 

人
（
 
 
 
人
）
 

森
林

環
境

税
を

納
付

す
る

者
 

人
（
 
 
 
人
）
 

注
 １

 
按 あ

ん

分
率
の
端
数
の
切
捨

て
は
、
税
額

の
円
の
位

に
影
響
が
生

じ
な
い
よ
う
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
２
 
「
納
税
義
務
者
数
」

欄
中
の
括
弧

内
に
は
、
過
年
度
分
の
納
税
義
務
者
数
を
内
書
き
し
て
く
だ
さ
い
。
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第９６号 令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
五
十
一
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

同
様
式
の
備
考 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

        

別
記
第
五
十
一
号
様
式
を
同
様
式
そ
の
一
と
し

同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

                     

 
第

四
十

八
号

様
式

 

第
 
 
 

 
 
号
 

 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

 
千

葉
県

 
 

県
税
事
務

所
長
 

様
 

（
市

町
村
）
長

 
 
 
 

 
 
 

 

個
 
人
 
県
 
民
 
税
 
定
 
期

 
課
 
税
 
状
 
況
 
報

 
告

 
書
 

 
千

葉
県

県
税

条
例

第
1
7
条

第
１
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

年
度

に
係
る

個
人

の
県

民
税

の
定

期
課

税
の

状
況
を

次
の

と
お
り
報

告
し
ま

す
。
 

課
税

年
度
 

 

区
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

分
 

課
 

 
税
 
 

額
 
 
等
 

普通徴収分

県
民

税
 
①

 
円
 

市
町

村
民

税
 
②

 
 

森
林

環
境

税
 
③

 
 

計
 

 

特  別  徴  収  分 

翌
年

度
の
 

収
入

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 

 
 

市
町

村
民

税
 

 
 

森
林

環
境

税
 

 
 

計
 

 
 

本
年

度
の
 

収
入

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 
 

給
与

所
得
 
④

 
 

公
的

年
金
等
 
⑤

 
 

計
 

⑥
 

 

市
町

村
民

税
 
 

給
与

所
得
 
⑦

 
 

公
的

年
金
等
 
⑧

 
 

計
 

⑨
 

 

森
林

環
境

税
 
⑩

 
 

計
 
⑥
＋

⑨
＋

⑩
 

⑪
 

 

前
年

度
課

税
分

で
本

年
度

の
収

入
 

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 
⑫

 
 

市
町

村
民

税
 
⑬

 
 

森
林

環
境

税
 
⑭

 
 

計
 

 
 

本
年

度
の

収
入
 

と
な

る
べ

き
額
 

県
民

税
 

①
＋

⑥
＋
⑫
 

 
⑮

 
 

市
町

村
民

税
 

②
＋

⑨
＋
⑬
 

 
⑯

 
 

森
林

環
境

税
 

③
＋

⑩
＋
⑭
 

⑰
 

 

計
 
⑮
＋

⑯
＋

⑰
 

⑱
 

 

計
 

⑮
＋
⑯
 

⑲
 

 

按 あ
ん

分
率
（
県

民
税
）
 

⑮
／
⑱
 

0
.
 

按 あ
ん分

率
（

県
民

税
（

令
和

５
年

度
以
前

賦
課

決
定

分
）

）
 

⑮
／

⑲
 

0
.
 

按 あ
ん

分
率

（
森

林
環

境
税

）
 

⑰
／

⑱
 

0
.
 

納税義務者数 

均
等

割
額

の
み

を
納

付
す

る
者
 
⑳

 
人
（

 
 
 
 

 
人
）
 

所
得

割
額

の
み

を
納

付
す

る
者
 
㉑

 
人
（

 
 
 
 

 
人
）
 

均
等

割
額
及

び
所

得
割

額
を
納

付
す

る
者
 

㉒
 

人
（

 
 
 
 

 
人
）
 

計
 

⑳
＋
㉑
＋

㉒
 

人
（

 
 
 
 

 
人
）
 

森
林

環
境

税
を

納
付

す
る

者
 

人
（

 
 
 
 

 
人
）
 

注
 １
 
按 あ

ん

分
率

は
、

小
数

点
以

下
四

位
未
満
を
切

り
捨
て
て

く
だ

さ
い
。
 

２
 

「
納

税
義

務
者
数

」
欄

中
の

括
弧
内

に
は

、
過

年
度
分

の
納

税
義

務
者

数
を
内

書
き
し

て
く
だ

さ
い

。
 

あ
 
ん

 分
 率

 

 

按 あ
ん 
 
分

 
 率

 

 

 
備

考
 

 
 

１
 

市
町

村
が

県
に

令
和

５
年

度
以

前
に

賦
課

決
定

し
た

個
人

県
民

税
を

払
い

込
む

場
合

は
、

こ
の

 
様

式
中

「
個

人
県

民
税

払
込

報
告

書
」

と
あ

る
の

は
「

個
人

県
民

税
払

込
報

告
書

（
令

和
５

年
度

 
以

前
賦

課
決

定
分

）
」

と
、

「
個

人
の

県
民

税
」

と
あ

る
の

は
「

令
和

５
年

度
以

前
に

賦
課

決
定

 
し

た
個

人
の

県
民

税
」

と
す

る
こ

と
。

 
 

 
２

 
県

が
市

町
村

に
個

人
市

町
村

民
税

を
払

い
込

む
場

合
は

、
こ

の
様

式
中

「
千

葉
県

 
 

県
税

事
 

務
所

長
」

と
あ

る
の

は
「

（
市

町
村

）
長

」
と

、
「

（
市

町
村

）
長

」
と

あ
る

の
は

「
千

葉
県

 
 

 
県

税
事

務
所

長
」

と
、

「
個

人
県

民
税

払
込

報
告

書
」

と
あ

る
の

は
「

個
人

市
町

村
民

税
払

込
 

報
告

書
」

と
、

「
個

人
の

県
民

税
」

と
あ

る
の

は
「

個
人

の
市

町
村

民
税

」
と

、
「

及
び

市
町

村
 

民
税

」
と

あ
る

の
は

「
、

市
町

村
民

税
及

び
森

林
環

境
税

」
と

す
る

こ
と

。
 

 
 

３
 

県
が

市
町

村
に

令
和

５
年

度
以

前
に

賦
課

決
定

し
た

個
人

市
町

村
民

税
を

払
い

込
む

場
合

は
、

 
こ

の
様

式
中

「
千

葉
県

 
 

県
税

事
務

所
長

」
と

あ
る

の
は

「
（

市
町

村
）

長
」

と
、

「
（

市
町

 
村

）
長

」
と

あ
る

の
は

「
千

葉
県

 
 

県
税

事
務

所
長

」
と

、
「

個
人

県
民

税
払

込
報

告
書

」
と

 
あ

る
の

は
「

個
人

市
町

村
民

税
払

込
報

告
書

（
令

和
５

年
度

以
前

賦
課

決
定

分
）

」
と

、
「

個
人

 
の

県
民

税
」

と
あ

る
の

は
「

個
人

の
市

町
村

民
税

」
と

す
る

こ
と

。
 

 



  

三 

令和 5 年 12 月 28 日 (木曜日) 千 葉 県 報 号外第９６号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                   

 

別
記
第
五
十
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

 
 

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

は

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る

 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
十
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
財
務
規
則

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

第
百
三
十
九
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し

第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

 

二
十
二 

森
林
環
境
税 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

               

そ
の

二
 

 

第
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